
 

国際ボランティア貯金に係る配分団体等の認可について 
 

１ 国際ボランティア貯金に係る配分団体等の概要等 

(1) 配分原資の状況等 

 21年度 (参考)20年度 

①  寄附金発生額 0万円 0万円 

② 前年度からの寄附金繰越額等 

 （前年度の配分保留額＋返還金＋運用利子等） 7億3,085万円  14億3,670万円  

③ 配分原資（①＋②） 7億3,085万円 14億3,670万円 

   

④ 配分金額 5億4,282万円 7億9,732万円 

⑤ 必要経費控除予定額等（配分金の使途の監査

等のための費用（注２）） 0万円 0万円 

⑥ 配分保留額（③－④－⑤） 1億8,803万円 6億3,938万円 

 

 

(2) 配分の概要等 

① 配分団体等の概要 

 21年度 (参考)20年度 

 申 請 
団体数 104団体 111団体 

事業数 128事業 144事業 

金 額 10億 834万円 10億3,791万円 

配 分 
団体数 83団体 109団体 

事業数 100事業 140事業 

金 額   5億4,282万円 7億9,732万円 

    ※配分団体（83団体）のうち、新規配分は6団体 
 
２ 審査結果 

② 配分内訳  

［地域別内訳］  

ア ジ ア            14か国   84事業   4億 3,193万円 (79.6%) 

アフリカ             8か国    8事業       5,246万円  (9.7%) 

中 南 米             4か国   5事業     4,025万円  (7.4%) 

中 近 東            2か国   2事業     1,673万円  (3.1%) 

欧  州               1か国   1事業       147万円  (0.3%) 

  

計               29か国  100事業   5億 4,282万円 
 
［主たる援助対象者からみた分類］ 

住民一般を対象とするもの･････････45事業   2億4,086万円  

子どものために実施するもの･･･････31事業   1億7,332万円  

農民の自立のために実施するもの･･･19事業      8,841万円  

女性の自立のために実施するもの････3事業      2,382万円  

災害による被災民（難民関係を  

除く）のために実施するもの････････1事業       1,149万円  

難民のために実施するもの･･････････1事業         492万円   

計              100事業    5億4,282万円 

 

［主たる援助分野からみた分類］ 

教 育･･･････････････････････････28事業     1億 4,700万円  

生活改善一般････････････････････18事業     1億 2,447万円  

医療・衛生･･････････････････････20事業     1億  187万円  

農業指導等農村開発･･････････････19事業     1億  134万円  

環境保全･････････････････････････8事業        4,158万円  

職業訓練・技術指導･･･････････････7事業         2,656万円  

 

   計             100事業     5億 4,282万円 

 

(3) 配分団体が守らなければならない事項の概要 

注１：取扱いが終了しているため寄附金は発生しない 

注２：必要経費は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構（以下「機構」とい
う。）の負担により実施 

①配分金の使途の制限 ・ 配分金は、機構が配分を決定した援助事業の実施計画以外の使途に使用

してはならない  
②実施計画の変更等 ・ 実施計画は、やむを得ない事由がある場合を除き、変更してはならない 

・ やむを得ない事由により実施計画を変更しなければならないときは、機

構の承認を受けなければならない 

③配分金の経理等 ・ 配分金は、他の資金と区別して経理し、常にその使途状況を明らかにし

ておかなければならない 

・ 援助事業が完了した際、配分金に余剰金が生じたときは、速やかに余剰

金を返還しなければならない 

④配分金に係るものであ

ることの表示等 

・ 配分金に係る設備等には、寄附金によるものであることを表示しなけれ

ばならない 

⑤完了報告 ・ 配分金に係る援助事業が完了したときは、速やかに機構に報告しなけれ

ばならない 
⑥その他 ・ 不正の手段により配分金の交付を受けた場合には、機構に当該配分金を

返還しなければならない 

 
 

  認可申請された平成 21 年度の国際ボランティア貯金に係る配分団体及び当該団体ごとの配分すべき額並びに配分団体が守らなければならない事項は、 
その内容が郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 102 号）の規定に適合していること等から、これらを認可する 
ことが適当と認められる。 

資料８－１－３ 


























































































